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Ⅰ. 放射線診療における防護の最適化に関する国際基準と日本の現状とのすり合わせ 

a. 背景：  

放射線防護・最適化に関する考え方の歴史 

 1895 年にヴィルヘルム・レントゲンがＸ線を発見して以来、放射線は医療領域でも急速に活用

されるようになった。活用が広がるとともに放射線被ばくに伴う放射線障害が認識されるようにな

り、国際放射線防護委員会（International Commission on Radiological Protection：ICRP）は、定

期的に電離放射線の危険に対する防護に関する国際基準となる勧告を発行してきた。 

 原子放射線の影響に関する国連科学委員会（United Nations Scientific Committee on the Ef-

fects of Atomic Radiation： UNSCEAR）2020/2021 年報告 1）によると、放射線被ばくの人為的要

因として圧倒的に多いのが医療放射線被ばくである。放射線治療を除く一人当たりの医療被ば

くによる実効線量は 0.57mSv/年と、2008 年報告（0.65mSv）と比べると微減しているが、医療技

術の進歩と発展途上国における放射線診断機器の普及により今後さらに医療放射線被ばくは

増加することが予想される。 

 医療被ばくは、その人自身の診断または治療の一部として（研究被験者として受ける場合を含

む）受ける被ばくと、診断または治療中の患者の付き添いと介護をする個人が承知の上で自発

的に受ける（職業被ばく以外の）被ばくであり、ICRP1990 年勧告（Publ．60）2）では『直接の利益

を受けるので、正当化と防護の最適化に従う範囲内において、勧告による線量限度の値を適用

すべきではない』とされた。 

 ICRP2007 年勧告（Publ．103）3）、および Publ.105『医学における放射線防護』4）においては、

医療被ばくにおける特殊性を勘案したうえで、個々の患者の防護を最適化するために、以下の

ような患者線量管理を行うことと定めている。 

i. 臨床上必要性のある患者に対して行われる診療に対しては、 診断参考レベ

ル（DRLs）を活用する 

ii. 介助者や介護者（職業被ばくを除く）、並びに本人に便益のない生物医学研

究志願者に対しては、線量拘束値を適用することができる 

iii. 医療被ばくには患者線量の管理を行う 

iv. 個々の患者の医療被ばくには線量限度を適用しない 

 一方で、原爆被爆生存者や実験動物をもとにしたデータにより低線量被ばくにおける発がん

の寄与にかかわる生物学的メカニズムの評価が進み、UNSCEAR 2020/2021 年報告書 C では、

確率的影響に関連するリスク推定には直線閾値なしモデル（linear non-threshold = LNT モデル）

を使用することが適切であるとされており、医療技術が目覚ましく発展する近年、ICRP や IAEA

では、医療者における放射線診療の正当化と防護を最適化することにおける責任の重さを強調

している。 

DRLs について 

 ICRP の諸勧告や IAEA の国際基本安全基準など国際的な指針において、診断領域の医

療放射線の防護における最適化のツールであるとされているのが診断参考レベル（Diagnostic 

Reference Level; DRL）5）である。DRL は国、地域、または施設ごとに設定される。これは、疾患

分布や機器および検査手技が国や地域、施設ごとによって異なる可能性があるためである。海

外での DRL の取入れの状況として、欧州では EU（European Union）の欧州指令 Council Di-

rective 97/43/Euratom（1997 年 6 月）6）によって定められた医療放射線防護の枠組みの中で診
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断領域に関して DRL を確立することが EU 加盟国に求められ、各国で DRL を取り入れている。

米国では ACR（American College of Radiology）、AAPM（American Association of Physicists 

in Medicine）、NCRP（National Council on Radiation Protection and Measurements）などが DRL

を示している。 

我が国における医療被ばく防護・最適化の取り組み 

   我が国は、先進諸国の中でも群

を抜いて多い人口 100 万人当たり

の CT 台数を備え（表 1）、各種

放射線診断による被ばく量が多

いことが知られている。 

  日本国内では 2019 年 3 月に

公布された医療法施行規則の一

部を改正する省令（平成 31 年厚

生労働省令第 2１号（以下『改正

省令』）8）により、医療機関におけ

る診療用放射線に係る安全管理

体制の整備が定められた。また

改正省令の公布に合わせて、医療法施行規則第一条の十一第二項第三号の二ハ（１）の規定

に基づき厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器（平成 31 年厚生労働省告示第

61 号、以下「告示」という。）が告示され、2020 年 4 月 1 日から施行された。本改正省令の施行

により、各医療機関においては、①診療用放射線に係る安全管理のための責任者を配置し、

②安全利用のための指針を作成し、③放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安

全利用のための研修を行うこととされ、さらに、放射線診療を受ける者の当該放射線による被ば

く線量の管理及び記録そのほかの診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策と

して、線量管理や線量記録、診療用放射線に関する情報などの収集と報告について医療放射

線安全管理責任者が行うべきことが表 2 のように定められている。 

Japan-DRLs の策定 

我が国では、医療被ばく研究情報を共有して連携するための組織として設立された J-RIME 

（Japan Network for Research and Information on Medical Exposure）が、2014 年 8 月に各構成

団体から委員の派遣を受けて DRL ワーキンググループを立ち上げた。DRL 値は線量調査結

果の 75 パーセンタイルなどを参考に設定され、高い線量を使用している検査や装置、施設を

特定する指標となる。我が国初の DRL（Japan DRLs 2015）は、国内の放射線防護における最

適化推進の標準ツールとして広く認められることとなった。前述の改正省令の施行は、我が国で

も DRLs を活用した各施設における最適化を推進させることになった。ICRP Publ.135 (2017)5) 

では、技術的進歩や臨床的要求の変化に対応するため DRL を用いた最適化を推進するため

に少なくとも 3～5 年ごとの DRL 改定を推奨している。J-RIME の DRL ワーキンググループは

初めての DRL 公表から 5 年を経た 2020 年に、Japan DRLs 20209-11)を公開した。公益社団法

人日本診療放射線技師会や、公益社団法人日本放射線技術学会などでは、これらを、各施設

における線量管理や撮像プロトコルの見直しに活用することを推奨している。 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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 最適化のプロセスと国際基準 

 DRL は線量限度ではなく、納得できる臨床的な必要性と正当な理由があればその線量を超過

することを許容される値であり、患者群または検査群に対して用いるものである。体格によっては標

準的患者よりも高い線量が必要とされる場合があるため、個々の患者についての検査の線量が高

過ぎるか否かの判断に用いるものではない。DRL の評価において用いられている線量は装置等

により容易に測定可能な線量であり、実効線量や吸収線量、等価線量などは用いられていない。

自施設の線量値を、DRL 値と比較することによって、自施設の画質や診断能と線量の両者の面か

ら、線量を最適化するプロセスに用いるとともに、装置の調整や手法の品質保証にも活用するもの

である。ICRP Publ.135 （Diagnostic reference levels in medical imaging）5）では、①検査装置ごとに

適切に定期的な線量調査を行うこと、②新しい装置に関するプロトコルは、患者の検査に使用され

る前に評価し、導入 1 年以内かつ検査方法が確立された時点で再評価すること、③定期的な線量

監査システム（図 1）を確立すること、の重要性を示している。求めるのは最高の画質ではなく各々

の診断に必要十分な画質であり、DRLs を活用する目的は、単なる線量低減ではなく最適化であ

る。必要な診断情報が得られなければ、かえって無駄な被ばくとなるため撮影条件を変更した際に

は、線量の変化だけでなく、画質や診断能が担保されていることの確認が肝要である。 

  放射線診断や IVR においては、ALARA の原則に基づき正確で信頼できる診断が可能な患

者の方針決定に寄与する情報を得るために、必要な被ばくは患者個別に対応しつつも、質を維持

して合理的に達成可能な限り最適化により低被ばく化を果たすことが重要である。ICRP, 20xx. 

“Optimisation of Radiological Protection in Digital Radiology Techniques for Medical Imaging, 

ICRP publication XXX. Ann.ICRP xx(x)の新しい ICRP の draft report for consultation12）において

は、医用画像における放射線被ばく防護の最適化をソフトとハードの両面から果たすことの重要性

とその具体的な方法について、装置の管理、日常的なプロトコルの見直しを含めたチーム体制で

の最適化と線量管理の方法（次頁）、最適化を果たすための教育体制の面から述べられている。

個々の項目については、我が国の医療現場における放射線診療における被ばく防護の最適化に

対する現状と比較して、今後整備すべき事項を明らかにすることが重要である。 

図 1．Patient dose audit cycle  and optimisation flow chart. DRL, 

diagnostic reference level （ICRP, 2017, Publ.135）5） 
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b. 研究目的 

 放射線診療における被ばく防護の最適化に対する、わが国における医療機関内の取り組

みの実状、および環境整備について、がん診療拠点病院等の施設における現状を調査する。 
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c.   研究計画 

1. 調査対象医療機関の設定方法 

国内全体の実態を把握するためには、放射線診療機器を有するあらゆる規模の医療機関

を対象として調査することが理想であるが、網羅的に各医療機関からの回答を得るのは現

実的に容易ではない。 

わが国では医学物理士が少なく、放射線診療の現場における医学物理士の関与は放射

線治療領域に限定している場合が多い。DRLs を用いた放射線診断の線量管理について

は診療放射線技師を中心に各医療機関の対応が行われている施設が大半であり、国際基

準が示す管理システムとは異なったシステムや構造が予想される。 

がん診療連携拠点病院等については、我が国のがん対策基本法（平成 18 年法律第 98

号）13)、及び同法の規定に基づく『がん対策推進基本計画（第 3 期）』(平成 30 年 3 月 9 日

閣議決定)により、総合的かつ計画に推進される中において、全国どこでも質の高いがん医

療を提供できるよう、がん医療の均てん化を目指して整備された。さらなるがん医療の充実

のために「がん診療提供体制の在り方に関する検討会」の提言を踏まえて、令和 4 年 8 月

に、『がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針』14)の全部が改正された（令和 4 年 8

月 1 日付け健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知）。 

同指針においては、各種がん診療連携拠点病院等の役割や指定要件について示されて

いる中で、放射線診療に関連する内容は表 3 に示す通り、診療連携に関連する事項、なら

びに設備や医師や診療放射線技師の配置、特に、放射線治療に関するスタッフの充実に

関する事項に限定されている。指定要件に、放射線診断や IVR に関する被ばく防護に対

する最適化などに関する事項には触れられていない。 

そこで、国内においても、比較的放射線診療に係るスタッフや設備が整っていると考えら

れる(前頁の表内で示される Advanced に分類されると考えられる)代表的な施設として、が

ん診療連携拠点病院等を対象に、調査を施行した。 

2. 調査対象医療機関の選別  

令和 5 年 4 月 1 日現在、厚生労働大臣が適当と認める以下のがん診療拠点病院等。 

令和 5 年 6 月に厚生労働省ホームページより抽出した。 

① 都道府県がん診療連携拠点病院   49 施設 

② 都道府県がん診療連携拠点病院（特例型） 2 施設 

③ 地域がん診療連携拠点病院    333 施設 

④ 地域がん診療連携拠点病院(特例型)  24 施設 

⑤ 特定領域がん診療連携拠点病院   1 施設 

⑥ 地域がん診療病院      41 施設 

⑦ 地域がん診療病院（特例型）    6 施設 

⑧ 小児がん拠点病院      14 施設（内 9 施設は上記 1-4 に含む） 

（複数の拠点病院に認定されている施設もあるため、対象施設は 合計 489 施設 
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3． 調査項目 

上記調査対象各機関の病院長及び放射線安全管理責任者宛に、我が国における医療放

射線の正当化や最適化に関する実態調査を行うことを目的とするアンケート協力のお願いを

郵送により送付した。アンケートは、Google forms 形式での設問・回答形式とした（設問内容

の概要は表 4 に示す通り。）。なお、回答者名は問わないが、追加の設問の送付や、最終的

な結果の報告を返却することを考慮して、回答者の E メールアドレスは要記載とした。 
 

 
一部の経過措置対象となっている機器を除き、医療法施行規則において線量管理を求め

られているのは、循環器用Ｘ線透視診断装置（ＩＶＲ装置）、CT-アンギオ装置、Ｘ線 CＴ装置、

PＥＴ/CＴ装置、SＰＥＣＴ/CＴ装置、診療用放射性同位元素であるが、今回は、一般撮影と

CT、および、透視装置と IVR 装置をまとめ、①一般撮影・CT、②透視・IVR、③核医学、④放

射線治療装置についてそれぞれ調査を施行した。 
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d. 結果と考察 

上記医療機関を対象に研究目的と回答依頼を記載した文書を郵送し(2023 年 8 月末)、ア

ンケートは Google forms にて回答していただいた。(アンケート回答最終期日：10 月 20 日)。  

同依頼文書は各施設の病院長と放射線安全管理責任者宛に郵送したが、実際の回答は各

施設で適切な役割の担当者にしていただくよう依頼した。 

Google forms による集計から CSV ファイルをエクセルに取り込み、各種分析を行った。回答

内容では実情の線量管理方法が不明確、回答内容からの状況の把握が十分にできないと思

われた一部の施設に対しては 2024 年 1 月に、上記アンケートの回答者あてに、メールでの

追加調査を行った。 
 

1 回答施設 

アンケート依頼送付 489 施設中、202 施設より回答あり （回収率：41.3%） 

① 都道府県がん診療連携拠点病院   39 施設  

② 都道府県がん診療連携拠点病院（特例型） 3 施設 

③ 地域がん診療連携拠点病院    137 施設 

④ 地域がん診療連携拠点病院(特例型)  3 施設  

⑤ 特定領域がん診療連携拠点病院   2 施設 

⑥ 地域がん診療病院      13 施設   

⑦ 地域がん診療病院（特例型）    0 施設 

⑧ 小児がん拠点病院      7 施設 

⑨ 小児がん診療連携病院     1 施設 

なお、2023 年 6 月上旬時点で厚生労働省ホームページより検索した、上記拠点病院

に対しアンケートを送付したが、返答の時点ではいずれの施設にも該当しないとの返答

のあった施設もあった。 

都道府県がん診療拠点病院（特例型含む）からは 80.4%、地域がん診療拠点病院（特

例型含む）からの回答率は 39.2%であった。 

  追加調査は 2024 年 1 月に施行した。48 施設に追加調査を行い、25 施設から回答を得た。 
 

2. 回答施設の規模とスタッフ、放射線診療設備の概要 
 

① 病床数（回答：202 施設） 

 今回のアンケート調査は、がん診療連携拠点

病院等を対象として施行したため、大規模病院

が多く、500 床以上が回答施設の過半数を占め

た。 
 

300 床未満 28 13.9% 
300-499 床 70 34.7% 
500 床以上 104 51.5% 
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② スタッフ数：常勤医師（回答：199 施設）  

 常勤医師数は 10 施設で 30 人未満であった。一方で、100 人以上が 69 施設、200 人以

上が 61 施設であった。300 床未満の施設においては 50 人未満が 65%を占めるが、500 床

以上の施設においては 200 人以上が半数以上を占めた。 
 

③  スタッフ数：放射線科医師、診療放射線技師、医学物理士 （病床数との関係） 

30 人未満 10 4.8% 
30-49 人 17 8.3% 
50-99 人 42 20.4% 
100-199 人 69 33.5% 
200 人以上 61 29.6% 
未回答 3 1.5% 

放射線科常勤医数（回答：199 施設） 
 5 人未満 91 45.7% 
 5-9 人 65 32.7% 
 10-19 人 24 12.1% 
 20 人以上 19 9.5% 
 未回答 3  

放射線科常勤医数は、300 床未満の

施設においては 75%、300-499 床の

の施設の 68.6%で 5 人未満であった

が、500 床以上の施設においては 5
人未満、5－9 人、10－19 人がそれぞ

れ 21.2，39.4，23.2%、また 20 人以上

存在する施設（主として教育機関）が

17.3%あった。 
 
診療放射線技師数（回答：202 施設） 
 10 人未満 9 4.5% 
 10-19 人 40 19.8% 
 20-29 人 57 28.2% 
 30-49 人 65 32.2% 
 50 人以上 31 15.3% 

診療放射線技師数は、300 床未満の

施設においては 75%で 30 人未満、

300－499 床の施設の 34.3%で 20 人

未満、47.3%で 20－29 人であった。

500 床以上の施設においては 75%の

施設で 30 人以上勤務しており、50 人
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④ 医療法施行規則で定める『医療機器安全管理責任者』を担う職種 (回答：202 施設) 

臨床工学士   79 （39.1％） 

放射線科以外の医師 68 （33.7％） 

診療放射線技師  28 （13.9％） 

放射線科医師   19 （9.4％） 

臨床検査技師   6  （3.0％） 

その他    2  （1.0％） 

⑤ 医療法施行規則で定める『医療放射線安全管理責任者』を担う職種（回答：201 施設） 

放射線科医師   169 （84.1％） 

診療放射線技師  23 （11.4％） 

放射線科以外の医師 8  （4.0％） 

その他    1  （0.5％） 
 

  

以上の施設が 25%を占めていた。 
 
医学物理士数（回答：180 施設） 
 0 人 37 20.6% 
   1 人 60 33.3% 
 2 人 45 25.0% 
 3 人 17 9.4% 
 4 人 8 4.4% 
 5 人 13 7.2% 
 未回答 22  

医学物理士数も、病床数との関係が

見られ 300 床未満の施設においては

約半数で 0 人、300－499 床の施設に

おいてはいないか 1 人の施設が 3 分

の 2 を占めているが、5 人以上いる施

設が 10％を占めていた。1 人以上いる

と回答した施設が 143 施設であった。 
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⑥ 各装置の設置台数 
 

一般撮影 a) 未回答 0 台 1 台 2 台 3 台 4 台 5 台以上  
  2 11 16 39 39 95  
マンモグラフィ 未回答 0 台 1 台 2 台 3 台 4 台 5 台以上  
  10 161 26 4 1   
X 線透視 b） 未回答 0 台 1,2 台 3,4 台 5,6 台 7,8 台 9 台以上 10 以上 
 1 2 27 41 51 32 14 34 
CTc） 未回答 0 台 1 台 2 台 3 台 4 台 5 台以上  
  0 12 42 60 45 43  
ガンマカメラ d) 未回答 0 台 1 台 2 台 3 台 4 台 5 台以上  
  17 118 49 15 2 1  
PET e） 未回答 0 台 1 台 2 台 3 台 4 台 5 台以上  
  97 87 14 3 1 0  
治療装置 f） 未回答 0 台 1 台 2 台 3 台 4 台 5 台以上  
 1 22 110 60 8 1 0  

a) マンモグラフィを除く 

   b) 診断用の透視装置と IVR 装置、IVR-CT 装置を含む 

  c) 治療計画用 CT 装置を含み、複合装置（IVR-CT や PET/CT,SPECT/CT など）を除く 

 d) ガンマカメラ、SPECT 装置、SPECT/CT 装置を含む 

 e) PET 装置、PET/CT、PET/MRI を含む 

  f)粒子線治療装置のみを備えリニアック台数を 0 台と回答していた施設は、本集計

の中で、1 台に修正して集計した。 

 一般撮影装置が 0 台と回答した施設があったが、いずれの施設においても線量管理に関するそ

の後の設問に対しての回答があったため、台数＝0 については、誤りである可能性がある。 
 

3. 行為の正当化の方法について （複数回答可） 

① 『行為の正当化』について、説明者並びに責任を負うのは誰か（回答：202 施設：複数回答可）  

           
主治医 192 (95%) 
放射線科医師 15 (7.4%) 
説明していない 12 (5.9％) 
その他 4 (2.0%) 

 
患者の放射線被ばくに関し、説明をしたり責任を負ったりしているのは、ほとんどの施設に

おいて主治医となっていたが、複数回答のため、複数の項目を回答されている施設があっ

た。また、その他として『研修会で医師に説明するように伝えているが実態はどのように説明

できているかわからない』とする施設や、『説明資料の準備をしているが十分には説明でき

ていない』とする施設もあった。個々の患者の放射線診療の行為の正当化に関する説明者、

責任を負うのが主治医であっても、診療の現場における主治医による説明の実態について

把握するのは難しいであろう。 
 
 

② 『行為の正当化』を考慮して検査内容を決定するのは誰か？（回答：202 施設：複数回答可） 

 
主治医 195 （96.5%） 
放射線科医師 21 （10.4％） 
説明していない 5 （2.5％） 
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ほとんどの施設において、主に検査内容を決定するのは主治医であると回答されていた。

上記問と合わせ、我が国の放射線診療において、放射線科医師や診療放射線技師が数多

くいる施設においても、その適応決定や検査内容の決定や説明においては、主治医に責任

がゆだねられていることが明確である。 

 
③ 『行為の正当化』の説明方法（回答：200 施設：複数回答可） 

 
説明資料は用いず、口頭にて説明 74 （37.0%） 
検査による被ばく線量のみが記載された資料を提供

して説明している。 

29 （14.5%） 

被ばく線量とそれに伴うメリット・デメリットの説明が記

載された資料を提供して説明している 
117 （58.5％） 

行為の正当化に関する説明は行えていない 17 （8.5%） 
その他   

検査室前にポスターなどにより掲示している 2 （1％） 
同意書や検査説明文書に記載している 2 （1％） 
主治医に一任している・医師よりまちまち 2 （1％） 

  
本設問については、次の設問との違いがあいまいであること、行為の正当化そのものにつ

いては、Case by case な事情もあり、簡単には回答しにくい設問であったと思われる。 

 行為の正当化の説明は文書やポスターなどに含められることもあるが、個々の患者に対す

る正当化については、患者ごとに主治医が説明すべきものであり、上記 2 設問でもその現

状が明らかであるため、説明の方法や、内容についてその実態をとらえることは今回のアン

ケートでは困難であると思われた。 

 個々の状況において、A 検査と比べて B 検査を選択する理由、この時点で検査が必要と

なる理由などの説明について、具体的な正当化の方法については回答結果からは解析を

行うことができなかったが、約 6 割の施設においては、被ばく線量とそれに伴うメリット、デメリ

ットについての資料を提供して説明していること、一方で約 4 割弱の施設においては、個々

の診療現場において主治医が、特に資料を用いることなく口頭で説明しているという結果が

明らかになった。 

 

④ 『行為の正当化』の説明資料の活用方法（回答：200 施設：複数回答可） 
 

検査の説明文書や同意書などで説明 87 （43.5%） 
検査室や診察室に掲示している 31 （15.5%） 
行為の正当化に関する説明資料を別途作成している 78 （39.0%） 
特に資料は活用していない 37 （18.5%） 
その他 2  

 
 その他、としては、『オーダ画面上に表示されるようにしている』、『説明された資料を個々の患

者に渡している』という回答があった。 
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⑤ 『行為の正当化』として説明している内容（回答：201 施設：複数回答可） 

 
被ばくに伴うメリットとデメリットを説明 160 （79.6%） 
各検査の DRLs について説明している 55 （27.4%） 
自然放射線と各検査の被ばく線量を比較して説明 79 （39.3%） 
施設で取得した等価線量や実効線量を用いて説明 37 （18.4%） 
具体的な被ばく低減策を説明している 25 （12.4%） 
特別な説明は行っていない 25 （12.4%） 
その他 2  

 
 被ばくに伴うメリット、デメリットの他、自然放射線などによる被ばく線量との比較を行って説

明している施設が多い。施設における標準的な線量を Japan DRLs と比較して説明している

施設も多くみられているが、個々の患者の被ばく線量を反映しているとは言えない等価線量

や実効線量を用いた説明をしている施設も 2 割近く存在しており、診療現場においては、患

者や主治医から、実効線量や mSv 単位での線量を問われるケースが少なからず存在して

いる状況が浮き彫りになった。 

 個別の検査による被ばく線量の数字は用いずに、具体的な被ばく低減策を説明している

施設もみられている。 

 そのほかの回答としては、一般的な実効線量を用いている施設や、資料はあるがそれを用

いているかどうかは回答者が把握できていないとするものがあった。 
 

⑥ 『行為の正当化』説明資料の作成者は誰か？（回答：201 施設：複数回答可） 

 
放射線科医 59 （29.4%） 
診療放射線技師 144 （71.6%） 
医学物理士 3 （1.5%） 
作成はしていない 30 （14.9%） 
各診療科で作成 1  （0.5％） 

 

 ICRP Publ.1033）や Publ.1054）においては、医療放射線被ばくの正当化について、第 1：医

学における放射線の適切な利用について、第 2：特定の目的に対する特定の方法、第 3：

個々の患者ごとに対するその手法の適用について、の 3 つのレベルがあるとされている。放

射線診療を個々の患者に適用する場合には、第 1、2 に加え特に第 3 のレベルを事前に吟

味する必要がある。 

 正当化の説明は、ほとんどの施設では主治医が責任を負っているが、説明資料の作成者

については多くが診療放射線技師となっているいる。診療放射線技師や放射線科医、医学

物理士が作成する同意文書や説明文書、検査室の掲示物については、第 1、および第 2 レ

ベルの正当化についての説明となる。個々の患者の状況による第 3 レベルの正当化につい

ては画一的な説明では不十分と思われるが、アンケートによりその状況を把握することは難

しい。 

 
4. 線量管理に関して 

 
 ICRP では放射線診療において個々の患者の被ばく線量の記録・管理をする必要性を示し

ており、我が国においても、医療法施行規則により、放射線診療を行う医療施設における被
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ばく線量の管理を定めている。モダリティ毎（一般撮影・CT、透視・IVR、核医学検査、放射線

治療）の、被ばく線量の管理状況並びに線量の分析と、評価の具体的な方法についての調

査結果は以下の通りである。 
 

① 被ばく線量の記録について 

(ア) 線量記録の担当者 （複数数回答可） 
 一般撮影・CT 透視・IVR 核医学検査 放射線治療 2） 
         該当施設数 202 201 188 180 

診療放射線技師 195 (96.5%) 191 (95%) 184（97.9%） 143 (79.4%) 

放射線科医師 3 (1.5%) 10 (5%) 9 (4.8%) 19 (10.6%) 

放射線科以外の医師 1） 2 (1.0%) 6 (3%) 1 (0.5%) 0  

医学物理士 3 (1.5%) 3 (1.5%) 3 (1.6%) 32 (17.8%) 

記録していない 3 (1.5%) 8 (4%) 1 (0.5%) 38 (21.1%) 
     備考、そのほか a. b.  c. 
 未回答、不適切回答 1 (0.5%)  9 (4.8%) 2 

        1）主治医を含む       2）OBI や EPID など位置照合に関する被ばくの記録について 

a.  CT のみ線量管理をしている（技師：３）、一般撮影は照射録に照射条件を残している（２）、サー

バーにドーズレポートを残している（１） 

b. 看護師（３）、臨床工学士（１）、IVR のみ技師が管理（１）、ドーズレポートが自動転送される（１） 

c. CT については RIS（Radiology Information Systems）にデフォルト値を記入（１） 

 多くのモダリティにおいて、線量記録については診療放射線技師が担っている。放射線

治療においては、医学物理士の関与も他のモダリティに比べ多くみられた。一方、放射線

治療においては、位置照合のための OBI（on board imager）や EPID（Electronic portal im-

aging device: 電子的放射線治療照合装置)などの線量記録に関する義務がないため記録

されていない施設も多くみられる一方、他のモダリティとは異なり医学物理士や放射線科医

師の関与が多いのが特徴的であった。 

(イ) 線量の記録・管理の方法 （複数回答可） 
 

 一般撮影・CT 透視・IVR 核医学検査 放射線治療# 
         該当施設数 202 201 188 180 

線量管理システム 166 (82.2%) 154 (76.6%) 123（65.4%） 54 (79.4%) 
表計算ソフトを使用  18 (8.9%) 27 (13.4%) 53 (28.2%) 45 (10.6%) 
線量管理は行っていない 5 (2.5%) 11 (5.5%) 1 (0.5%) 64 (35.6%) 
その他 a.26(12.9%) b.29 (14.4%) c.22 (11.7%) d.27 (15.0%) 

未回答 4 (2.0%) 3 (1.5%) 0 (0%) 6 (3.3%) 
#OBI や EPID など位置照合に関する被ばくの記録について 

a. CT のみ線量管理システムに管理（3）、CT のみ線量管理システムに管理・一般撮影は

PACS（Picture Archiving and Communication Systems）に管理（3）、一般撮影は代表値で

管理（2）、RIS や PACS 上に残すのみ（15）、電子カルテ内に記録を残すのみ（3） 

b. IVR は線量管理システム・透視は表計算ソフト（5）、RIS や PACS 内に記録（22） 

電子カルテに保存（2） 

c. 投与量を記録 （表計算ソフト？）（4）、ＰＣにて記録（1）、帳簿に記録（1）、ＲＩＳに記録（16） 

d. RIS/PACS に保存（12）、治療装置のシステムに保存（3）、治療 RIS や治療カルテに保存

（17）、紙カルテ保存（2）（複数システムに保存を含む） 

 
上記 2 項目（ア）線量管理の担当者、（イ）線量の記録・管理の方法については、一般

撮影と CT、および透視と IVR をひとまとめにし、複数回答を可とした。その結果、CT と
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一般撮影、診断透視と IVR における管理の違いを分けて回答された施設もあるが、法

令では義務となっている線量管理を行っていないとする回答を複数回答の一つに選択

されていた施設も多かったため、同回答を含む施設については、一般撮影と CT、透視と

IVR を分けて詳細な管理方法について初回の Google forms のアンケートの回答者に対

して追加の聞き取り調査を電子メールで施行した。 

さらに、線量管理システムや、独自の表計算システムを用いずに管理しているとの回

答された施設の多くでは、RIS や PACS、および電子カルテ内に記載を残しているとする

回答が多くみられた。そのため、RIS や PACS、電子カルテ内で管理しているとした施設

におけるその管理方法、記録を主体とするものか、施設の標準的な線量を把握したり

Japan DRLs との比較を行うために患者の情報を一元管理して統計や解析をとることが可

能かどうかという点についても追加調査を行った。 

追加調査を合わせた結果 
 
 医療法施行規則により被ばく管理が必要とされる CT、IVR、核医学に関する被ばく線量

管理方法について、現状について詳細な管理状態について追加調査結果を合わせた結

果は以下の通りである。 

イ) 患者の被ばく管理に関する担当者 

① 一般撮影、CT：管理していないと回答した 3 施設のうち、1 施設からは、追加

の調査に対して回答が得られなかったが、残りの 2 施設は、CT のデータは、

サーバーに自動転送されるとの回答が得られた。 
 

② 透視・IVR：管理していないと回答した 8 施設については、特に IVR に関する

管理状況について追加調査を行った。回答の内訳は以下の通りであった。 

・未回答（追加調査に対する返答なし） ⇒ 3 施設 

・IVR については線量管理システムで管理を行っている ⇒ 1 施設 

・血管造影のみ、表示される線量を記録している ⇒ 1 施設 

・ドーズレポートが自動転送されている ⇒ 1 施設  

・装置に線量表示がなされないため、管理していない ⇒ 1 施設 

・診断透視のみで、IVR は行っていない ⇒ 1 施設 
 

③ 核医学； 管理されていないと回答したのは 1 施設であり追加調査による返答

は得られなかった。 

初回アンケート調査にて、複数回答により線量管理は行っていないと回答した多くの

施設は、管理が必須とされていない一般撮影や診断用透視については、CT や、IVR とは

異なる管理をおこなっており、そういった管理は線量管理を行えていないと解釈して回答さ

れたものであり、線量記録・管理の対象となっている機器については、おおむね管理が行

われていることがわかった。 

 

ロ) 患者の被ばく管理の方法 

 管理方法は複数回答可としたが、本解析においては、最適化を行うための管理を行う

観点から、『PACS や RIS、カルテなど』の回答については、線量管理ソフトや独自の表

計算システムでの管理を行わずに、PACS/RIS/カルテでの管理を行っていると回答した
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施設のみをカウントして記す。 
 
 被ばく管理方法（複数回答可） 備考（詳細確認事項）  
CT(202
施設)a) 

線量管理ソフト 169   

 独自の表計算システム 12   

PACS や RIS,カルテなど 17   
  個人データの記録のみ 13b) 
  解析可能なシステムあり 1 
  詳細未回答 3 

管理できていない/未回答 3 詳細未回答 3c) 

IVR(201
施設)d） 

線量管理ソフト 155   
 独自の表計算システム 27   
PACS や RIS,カルテなど 20   

  個人データの記録のみ 12 
  解析可能なシステムあり 3 
  詳細未回答 5 

管理できていない/未回答 4   
  詳細未回答 3 
  IVR を施行していない 1 

核医学 
（188 施

設） 

線量管理ソフト 123   
 独自の表計算システム 53   
PACS や RIS,カルテなど 15   

  個人データの記録のみ 11 
  解析可能なシステムあり 4 

帳簿に記録のみ 4   
PC に記録 1 詳細未回答 1 

管理できていない 1 詳細未回答 1 

a) 追加調査においては、CT 検査と一般撮影を分けて調査した。 

線量管理ソフトや独自の表計算システムで CT を管理していると回答した施設

の中において、一般撮影については、管理していない、あるいは、PACS や

RIS に Dose report のみを送って個人データの記録のみと回答した施設も多

数認められた。 

b) うち 2 施設においては、全体のデータではなく解析するにあたり妥当な器官

のデータを抽出して手入力で表計算ソフトなどを用いて線量管理を行ってい

るとの回答が得られた。 

c) いずれも 施設規模は病床数 300－499 床、医師 5 名未満、技師数 10－19 名、

医学物理士 0 名の施設であった。 

d) 追加調査においては、IVR と、診断透視を分けて調査した。 

線量管理を行っているのは IVR のみとする施設、IVR のみ線量管理ソフトや

や独自の表計算ソフトにて管理をしているが、診断透視については RIS や

PACS に dose report を送るだけであると回答した施設、診断透視の装置にお

いては、データを表示できないとする施設、表示はできるが出力ができないた

め、確認を行っているとしているとするような回答もみられた。 

線量管理システムを導入していない施設においても、CT や IVR においては原則 PACS

や RIS への記録を行っている状況が確認できたが一部の施設において、線量出力ができ

ない施設や目視のみで確認しているとする施設もみられた。 
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PACS や RIS における管理の場合には、解析機能を有しているものと、解析機能がないた

めに記録が主体とする施設があった。記録しかできない施設においては、期間を区切って、

手作業で DRLs の計算を行うなど工夫して線量管理を行われている様子がうかがえた。な

お、現時点で線量管理ソフトがないために、PACS や RIS への記録しか行えていないが、

近々線量管理システムを導入する予定であると回答された施設もあった。 

 

② 線量の最適化について 

 ICRP Publ.135 （2017）では、医療放射線被ばく防護の最適化のために、Patient dose au-

dit cycle を示し診療放射線技師、放射線科医師、および患者の主治医、検査の依頼医とな

る他の診療科の医師、および医学物理士が、かかわりながら、個々の患者の放射線画像の

評価を行うとともに、当該施設における、DRLs 評価に適切な患者を選択し、施設における

DRLs の評価を行い、標準となる DRLs との比較を行いながら、撮像技術や線量の評価、再

調整を行うこととしている。このサイクルの機能状況を評価するために、モダリティ毎に、下記

の図が多職種による合理的な機能状況を評価すべく、Japan DRLs2020 との比較のための

各施設の DRLs の計算、Japan DRLs2020 との比較分析の実施、Japan DRLs2020 との比較

分析結果をもとにした撮像条件の改善、画像の評価の実施がどのようにおこなわれている

かを調べた。 
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(ア) 一般撮影・CT(回答：202 施設) 

 
各施設の DRLs の計算 

     関与職種数 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師            186 (92.1%) 

放射線科医師            58 (28.7%) 

他診療科医師            8 (4.0%) 

医学物理士            4 (2.0%) 

他           2 (1.0%) 

     Ns      
多職

種  

施行せず    2 

回答施設数 7 129 6 1 1 46 3 2 4 2 1 202 

 

 

各施設の DRLs と Japan DRLｓ2020 との比較分析 
     関与職種数 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4    回答数 （％） 

診療放射線技師            194（96.0%） 

放射線科医師            58 （28.7%） 

他診療科医師            7 （3.5%） 

医学物理士            3 （1.5%） 

その他           1 （0.5%） 

          Ns   

施行せず    7 （3.5%） 

回答施設数 7 136 2 49 2 2 2 2 1 1 1 205（複数回答含む） 

               DRLs との比較は行っているも最適化を行えていないとする施設が数か所見られた。 

一般撮影と CT で異なる方法をとるとして複数回答をしている施設が見られたため、合

計回答数が施設数よりも多くなっている。 

 

比較分析に基づく撮像条件の改善 
     関与職種数 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4  4 以上  回答数（％） 
診療放射線技師            196 (97.0%) 

放射線科医師            79 （39.1%） 

他診療科医師            8 (4.0%) 

医学物理士            6 (3.0%) 

他            

         Ns  医療安

全委員

会 
 

施行せず      5 (2.5%) 

回答施設数 5 116 1 1 68 2 4 3 1 1 1 203（複数回答含む） 

 

一般撮影と CT で異なる方法をとるとして複数回答をしている施設が見られたため、合計

回答数が施設数よりも多くなっている。 
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画像の評価 
     関与職種数 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3  回答数（％） 

診療放射線技師           188 (93.1%) 

放射線科医師           132 (65.3%) 

他診療科医師           23 (11.4%) 

医学物理士           3 (1.5%) 

施行せず     3 (1.5%) 

回答施設数 3 62 10 1 103 2 2 2 18 1 204（複数回答含む） 

 

一般撮影と CT で異なる方法をとるとして複数回答をしている施設が見られたため、合計回答数が

施設数よりも多くなっている。 

＜分析結果と考察＞ 

一般撮影・CT においては、多くの過程で主に診療放射線技師が関与し、202 施設中 47

施設においては全ての過程が診療放射線技師のみで行われていたが、その他の施設

では医師（放射線科医師ならびにその他の診療科医師）が積極的に画像の評価や撮像

条件の改善に関与している施設が多かった。また、医学物理士の関与は 3 施設、うち 2

施設は診療放射線技師と医学物理士の 2 職種で、1 施設は診療放射線技師、放射線

科医師、医学物理士で行われていた。画像の評価においては、複数職種により行われ

ている施設が多い。 
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(イ) 透視・IVR （回答：201 施設） 

施設の DRLs の計算 
     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師         183 (91.0%) 
放射線科医師         47 (23.4%) 
他診療科医師         24 (11.9%) 
医学物理士         2 (1.0%) 

施行せず    13 (6.5%) 

回答施設数 13 135 4 25 5 1 17 1 201 
 

各施設の DRLs と Japan DRLｓ2020 との比較分析 
     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 4 回答数（％） 
診療放射線技師         183 (91.0%) 
放射線科医師         54 (26.9%) 
他診療科医師         19 (9.5%) 
医学物理士         2 (1.0%) 
施行せず・無効回答    17 (8.0%) 

回答施設数 17 125 1 38 4 1 14 1 201 

 

比較分析に基づく撮像条件の改善 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師           191 (95.0%) 
放射線科医師           65 (32.3%) 
他診療科医師           29 (14.4%) 
医学物理士           2 (1.0%) 
メンテナンスエンジニア           1 (0.5%) 
施行せず・無効回答    8 (4.0%) 

回答施設数 8 121 1 39 5 1 1 1 23 1 201 

 

画像の評価 

     関与職種数 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師           188 (93.5%) 
放射線科医師           106 (52.7%) 
他診療科医師           101 (50.2%) 
医学物理士           3 (1.5%) 
施行せず・無効回答    6 (3.0%) 

8 回答施設数 6 54 3 2 35 30 2 2 66 1 201 
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＜分析結果と考察＞ 

 

透視および IVR 検査においては、放射線科医が関与せずに他の診療科医師（循環器

内科、消化器科、外科等）が診療放射線技師との共同にて行っている検査が多く、結果

として複数の職種の関与がある施設が多かったと思われる。放射線科医師と他診療科医

師が両者とも関与していると回答された施設が多く存在していたが、同一の検査に対し

て両者の関与がある場合のみならず、異なる検査に対してそれぞれの医師の関与があ

るとする施設が含まれていると思われる。 

DRLs の計算については診療放射線技師が主体となって行っているが、画像評価や分

析結果をもとにした撮像条件の改善においては、医師の積極的な関与が見られる。 

一方、201 施設中 40 施設ではいずれも診療放射線技師のみで行われていた。 

 

 

(ウ) 核医学検査（回答：188 施設） 

各施設の DRLs の計算 

     関与職種数 0 1 1 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師        171 (91.0%) 
放射線科医師        52 (27.7%) 
他診療科医師        4 (2.1%) 
医学物理士        3 (1.6%) 
施行せず・無効回答   11 (5.9%) 

回答施設数 11 123 6 41 2 4 1 188 
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各施設の DRLs と Japan DRLｓ2020 との比較分析 

     関与職種数 0 1 1 1 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師         172 (91.5%) 
放射線科医師         55 (29.3%) 
他診療科医師         9 (4.8%) 
医学物理士         3 (1.6%) 
施行せず・無効回答    11 (5.9%) 

回答施設数 11 119 4 1 43 2 7 1 188 

 

比較分析に基づく撮像条件の改善 

     関与職種数 0 1 1 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師        170 (90.4%) 

放射線科医師        73 (38.8%) 

他診療科医師        6 (3.2%) 

医学物理士        3 (1.6%) 
施行せず・無効回答   15(8.0％) 

回答施設数 15 97 3 64 2 6 1 188  

 本設問で関与職種の回答があった施設でも、上記設問で最適化を行っていないとした施設において

は、無効回答に分類した。 

 

画像の評価 
     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師         174 (92.6%) 

放射線科医師         123 (65.4%) 

他診療科医師         24 (10.6%) 

医学物理士         3 (1.6%) 
施行せず・無効回答    6 (3.2%) 

回答施設数 6 52 8 96 4 2 19 1 188 

＜分析結果と考察＞ 
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核医学検査については概ね透視および IVR 検査と同様であったが、画像評価にお

ける医師のかかわりが多い傾向にあった。また、線量管理においては、核医学装置の台

数が多い施設、PET 診療を行っている施設において医師のかかわりが多いという結果が

認められた。撮像条件改善や画像評価における医師の関与が多くみられたが、37 施設

（19.7％）の施設においてはすべての役割を診療放射線技師が担っていた。 

 

今回の調査対象医療機関において、被ばく線量管理を行えていないと回答した施設の中にも

線量の最適化に関する DRLｓの計算や評価についての実態を回答された施設もあった。全例の

線量管理が行えていない中においても、期間や症例を限定した線量管理により施設の線量最適

化を試みられている施設があるようであった。 
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③ 最適化のためのチーム構築 （複数回答あり） 

 被ばく防護の最適化を行うためには、放射線診療に関連するスタッフのチーム構築

により、最適化のための audit cycle を日常的に回すことに加え、日々の診療の正当

化のためにも、放射線科/部門と、他の診療科スタッフとの間の日常的なコミュニケー

ションや様々な情報共有を行うことが大切と考えられている。 

 モダリティ別に、防護の最適化を検討するためのチームの結成の有無、放射線科

医師と、主治医など他診療科医師とのコミュニケーションの状況、インシデントやその

ほかの情報共有を行うシステム構築についての現状は以下の通りであった。 

 

  一般撮影・CT 透視・IVR 核医学検査 

最適化チーム

結成 

結成あり 1） 132（65.3%） 116 (58.0%) 105 (55.9%) 
結成なし 70 (34.7%) 83 (41.5%) 81(43.1%) 
専任の技師が最適化 2 （1.0%） 3 (1.5%) 3 (1.6%) 
不定期 2）  1 (0.5%)  

放射線科と他

診療科医師と

のコミュニケ

ーション 

取れている 138 (68.3%) 145 (72.5%) 136 (72.3%) 
不十分 54 (26.7%) 44 (22.0%) 44 (23.4%) 
よくわからない 10 (5.0%) 9 (4.5%) 6 (3.2%) 

インシデント

やそのほかの

情報共有 

構築あり 154 (76.2%) 154 (77.0%) 142 (75.5％) 
構築なし 39 (19.3%) 39 (19.5%) 37（19.7％） 
コメント ・インシデント発生時に

関係者に報告 

・主治医への報告、委

員会での検討 

・委員会 

・医療安全への報告 

・線量管理システム上

の報告 

・線量管理チーム 

・インシデント発生時に

関係者に報告 

・主治医への報告、委

員会での検討 

・委員会 

・医療安全への報告 

・線量管理システム上

の報告 

・線量管理チーム 

・インシデント発生時に

関係者に報告 

・主治医への報告 

・委員会での検討 

・薬剤師と相談 

・医療安全への報告 

・線量管理システム上

の報告 

・線量管理チーム 
1） 放射線安全管理に関するワーキンググループや医療放射線安全管理委員会で検討するという回答を含む 

2） 問題があったときのみ、開催 

 

＜分析結果と考察＞ 

やや漠然として回答しにくい設問であったと思われるが、いずれのモダリティに

おいても同様の傾向が確認された。具体的なメンバー構成や、最適化チームにお

ける定期的な最適化のための取り組みなどを問う設問ではないため最適化チーム

の結成については具体的なチームの定義のとらえ方が施設によって異なった可

能性は否定できない。 

放射線科/部門と他診療科医師との間のコミュニケーションは、行為の正当化や

最適化において重要な役割を果たすが、本設問においては『各診療科医師と放

射線科医師のパーソナリティにも影響されうるため、回答が困難である』という内容

のコメントも散見された。カンファレンスなどによる意見交換や、放射線被ばくに関

する勉強会、講習などの実施などを具体的に尋ねる方が適切であったと思われる。 

インシデントやそのほかの情報の共有システムについては多くの施設で、部門

を超えて十分な体制が確立されている様子がうかがえた。 

 

なお、放射線部門（放射線科医師）と他診療科などとの間のコミュニケーション

の有無について医療機関の規模や、放射線科医師数との関連を検討した（結果

非提示）が、いずれも有意な関係性は見いだせなかった。 
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5. 装置導入の際の機種の選定に関して 

① 一般撮影・CT 装置 （回答：201 施設） 
     関与職種数 0 1 1 1 2 2 2 3 4 3 回答数（%） 

診療放射線技師           188（93.1%） 

放射線科医師           148 (73.3%) 

他診療科医師           67 (33.2%) 

医学物理士           2 (1.0%) 

その他    a   b   c  
未回答/無効回答           5 (2.5%) 

回答施設数 5 39 7 1 80 6 2 48 2 11 201 

a. 系列病院の会議で決定され、現場に決定権はない（診療放射線技師の意見あり） 

b. 事務、購買部など 

c. 委員会、事務など合わせ多職種 

 

② 透視・IVR 装置 （回答：200 施設） 

     関与職種数 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 >5 回答数（％） 

診療放射線技師            委

員

会

多

職

種 

181 (90.5%) 

放射線科医師            147 (73.5%) 

他診療科医師            138 (69.0%) 

医学物理士            2 (1.0%) 

その他 事務など             

未（不適切）回答             10 (5%) 

回答施設数 10 18 6 2 25 22 1 107 1 2 5 1 200 

 

③ 核医学装置 (回答：188 施設) 
     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 >5 回答数（％） 

診療放射線技師           委

員

会

多

職

種 

174 (92.6%) 
放射線科医師           144 (76.6%) 
他診療科医師           43 (22.9%) 
医学物理士           2 (1.1%) 
その他      ab  b  c  

未（不適切）回答            1 (3.2%) 
回答施設数 1 39 13 86 2 2 36 4 2 1 2 188 

a. 系列病院で決定や事務で決定など（現場は意見のみ）  

b. 事務等  

ｃ. 研究者 

 

④ 放射線治療装置（回答：176 施設） 

     関与職種数 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 >5 回答数（％） 

診療放射線技師             162 (92.0%) 
放射線科医師             160 (90.9%) 
他診療科医師             32 (18.2%) 
医学物理士             86 (48.9%) 
各種委員会の他多

職種 
            7 （3.5%） 

回答施設数 7 10 1 57 2 3 3 13 62 2 11 5 176 
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診断用の装置に関しては、各モダリティとも、医師（放射線科医師、他診療科医師を含む）

と診療放射線技師が機種選定にかかわっている施設が多い。また放射線科医師のかかわ

りは一般撮影・CT、透視・IVR、核医学においては、75%前後であるのに対し、放射線治

療装置では 90%と高かった。他診療科医師のかかわりは、透視・IVR において 7 割と高く、

画像評価を行う担当者の結果にも対応し、診療において実際に使用するスタッフが機種

選定にかかわっていることが多い。診断装置については大部分の施設で、医師、診療放

射線技師以外の職種がかかわっていなかったが、治療装置においては、医学物理士がか

かわっている割合が増加していた（医学物理士が機種選定にかかわるのは多くの施設に

おいてほぼ治療装置のみであった）。 

 2.③の回答に見られるように、医学物理士については 0 名の施設から 5 名の施設まであ

ったが、複数名の医学物理士の配置がある施設においても、主として医学物理士がかか

わるのは放射線治療であることが明らかであった。日本の現状においては、医学物理士の

資格を有する診療放射線技師も含まれている可能性も高く、医学物理士の資格を持つ診

療放射線技師が放射線治療を担当している状況も推察された。 

また、高額な放射線関連各装置の導入に際しては、経営上の事情もかかわるため、いず

れのモダリティにおいても、放射線部門以外のスタッフを含む委員会や事務なども含めた

多職種が機種選定にかかわる施設もあった。また、一部の施設においては、系列病院で

あるため、現場スタッフが関与しにくいという回答も得られた。 

 

6. 品質管理に関して 

 いずれのモダリティにおいても、被ばく防護の最適化は、各装置の適切な品質管理のも

とに行われるべきである。品質管理のためのプログラム作成、品質管理の実施及びその分

析と、結果の共有、品質管理結果に基づく条件設定の改善についての対応を調査した。 

 

① 一般撮影・CT 装置（回答：202 施設） 

品質管理プログラムの作成 

     関与職種数 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師            178 (88.1%) 
放射線科医師            22 (10.9%) 
他診療科医師            3 (1.5%) 
医学物理士            6 (3.0%) 
メンテナンスエンジニア            46 (22.8%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 7 127 1 16 17 1 25 2 1 4 1 202 

 

以下の設問については一般撮影と CT で異なった対応をしていると思われ、2 通りの回

答を分けて答えた施設があった。しかし、詳細が不明であるうえ、集計の際に分離をする

ことが困難であることから、分離せずに集計したため回答施設数の合計が 202 を超えて

いる。 
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品質管理の実施 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師         193 (95.5%) 
放射線科医師         10 (5.0%) 
他診療科医師         0 (%) 
医学物理士         6 (3.0%) 
メンテナンスエンジニア         60 (29.7%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 12 132 13 9 4 46 1 1 207 

 

品質管理結果に基づく評価 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師             189 (%) 
放射線科医師             39 (19.3%) 
他診療科医師             3 (1.5%) 
医学物理士             6 (3.0%) 
メンテナンスエンジニア             43 (21.3%) 
施行せず・無効回答 ※    

回答施設数 87 114 5 31 1 1 32 1 2 3 3 2 203 

※評価をしても最適化は行えていないとして、施行せずにも選択された複数回答あり 

 

品質管理結果に基づく改善 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3  回答（％） 

診療放射線技師            199 (98.5%) 
放射線科医師            38 (18.8%) 
他診療科医師            6 (3.0%) 
医学物理士            9 (4.5%) 
メンテナンスエンジニア            45 (22.3%)  

施行せず・無効回答    

回答施設数 5 122 8 26 3 2 33 4 5 2 2 212 

 

 

 X 線・CT に関する品質管理に関してはほとんどの施設において診療放射線技師がプロ

グラム作成、品質管理の実施およびその評価、評価に基づく改善のすべての役割を主と

して担っている。メンテナンスエンジニアは 20－30％の割合で関与しているが、医師の関
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与は放射線科医師の場合で 20％弱、他診療科医師の場合で 5％弱であった。 

 また、いずれの項目においても 6 割程度の施設では、一つの職種が担当しており、診療

放射線技師のみで行っている施設が多数認められた。 

 

品質管理結果の共有 

 品質管理の結果について共有されている職種を尋ねる設問においては、品質管理を行って

いる職種を含んで回答している施設と、品質管理を行っていない職種のみへの共有結果を回答

している施設があり、正確な共有範囲は掌握できなかったが、回答結果をまとめると以下の通り

である。 

診療放射線技師 185 (91.6%) 

放射線科医師 87 (43.1%) 

他診療科医師 28 (13.9%) 

医学物理士 11 (5.4%) 

メンテナンスエンジニア 30 (14.9%) 

その他に結果共有されている職種 延べ 12  
  医療機器安全管理責任者、品質保証室、病院長、看護師、事務部門、 

各種会議や委員会（放射線安全員会、医療放射線安全管理委員会等） など 

 

② 透視・IVR 装置 （回答：200 施設） 

回答施設数は 200 施設であるが、透視と IVR で対応が異なる施設があり、分けて回

答されていたため合計数が合わないが、詳細を分離することができないため合わせ

て集計している。 

品質管理プログラムの作成  

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師            177 (88.5%) 
放射線科医師            18 (9.0%) 
他診療科医師            8 (4.0%) 
医学物理士            3 (1.5%) 
メンテナンスエンジニア            52 (26.0%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 11 119 14 13 4 1 34 1 3 2 1 203 

 

品質管理の実施 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師          129 (64.5%) 
放射線科医師          12 (6.0%) 
他診療科医師          5 (2.5%) 
医学物理士          2 (1.0%) 
メンテナンスエンジニア          66 (33.0%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 3 122 11 7 1 52 3 1 2 202 

品質管理結果に基づく評価分析 
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     関与職種数 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師               183 (91.5%) 
放射線科医師               50 (25.0%) 
他診療科医師               30 (15.0%) 
医学物理士               3 (1.5%) 
メンテナンスエンジニア               48 (24%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 7 100 3 10 20 6 1 29 1 19 4 2 1 2 205 

 

品質管理結果に基づく改善 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師            193 (96.5%) 
放射線科医師            44 (22.0%) 
他診療科医師            20 (10.0%) 
医学物理士            2 (1.0%) 
メンテナンスエンジニア            46 (23.0%) 
施行せず・無効回答     

回答施設数 5 114 6 1 18 1 28 16 6 2 3 200 

 

透視装置・IVR 装置においても品質管理に関しては診療放射線技師がほとんどの役割

を担っている。品質管理結果の評価においては、医師の関与が 20％前後見られ、評価に基

づく撮影条件の改善にも医師のかかわりが認められた。医学物理士の関与は数％であった。 

 

品質管理結果の共有 

 品質管理の結果について共有されている職種を尋ねる設問においては、品質管理を行

っている職種を含んで回答している施設と、品質管理を行っていない職種のみへの共有結

果を回答している施設があり、正確な共有範囲は掌握できなかったが、回答結果をまとめると

以下の通りである。 X 線・CT と比べると、透視検査や IVR を行う放射線科以外の医師への

結果共有がされている施設が多く確認された。 

診療放射線技師 186 (98.0%) 

放射線科医師 95 (47.5%) 
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他診療科医師 69 (34.5%) 

医学物理士 7 (3.5%) 

メンテナンスエンジニア 35 (17.5%) 

その他に結果共有されている職種 延べ 8  
  医療機器安全管理責任者、品質保証室、病院長、看護師、事務部門、 

各種会議や委員会（医療放射線安全管理委員会等）、関連の多職種 

 

 

③ 核医学検査装置 （回答：188 施設 核医学装置を有さない施設の回答を除く） 

品質管理プログラムの作成 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師         164 (87.2%) 
放射線科医師         20 (10.6%) 
他診療科医師         0 (0%) 
医学物理士         2 (1.1%) 
メンテナンスエンジニア         43 (22.9%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 13 114 11 17 1 28 3 1 188 

 

品質管理の実施 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師          177 (94.1%) 
放射線科医師          16 (8.5%) 
他診療科医師          1 (0.5%) 
医学物理士          2 (1.1%) 
メンテナンスエンジニア          62 (33.0%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 5 109 6 11 1 50 4 1 1 188 

 

品質管理結果に基づく評価 

     関与職種数 0 1  1 2 2 2 3 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師           173 (92.0%) 
放射線科医師           56 (29.8%) 
他診療科医師           4 (2.1%) 
医学物理士           2 (1.1%) 
メンテナンスエンジニア           48 (25.5%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 6 82 2 7 42 3 34 4 1 7 188 
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品質管理結果に基づく改善 

     関与職種数 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師           173 (92.0%) 
放射線科医師           41 (21.8%) 
他診療科医師           5 (2.7%) 
医学物理士           1 (0.5%) 
システムエンジニア           44 (23.4%) 
施行せず・無効回答    

回答施設数 8 105 7 27 1 27 2 1 8 2 188 

 

核医学検査においても品質管理の主体は診療放射線技師であった。 

 

品質管理結果の共有 

 品質管理の結果について共有されている職種を尋ねる設問においては、品質管理を行

っている職種を含んで回答している施設と、品質管理を行っていない職種のみへの共有結

果を回答している施設があり、正確な共有範囲は掌握できなかったが、回答結果をまとめると

以下の通りである。品質管理結果は、大半の診療放射線技師や約半数の施設の医師に共

有されているが医学物理士に情報共有されている割合は、全ての部門のなかで、核医学診

療部門が最低であった。 

診療放射線技師 176 (93.6%) 

放射線科医師 91 (48.4%) 

他診療科医師 30 (16.0%) 

医学物理士 5 (2.7%) 

メンテナンスエンジニア 37 (19.7%) 

その他に結果共有されている職種 延べ 10  
  医療機器安全管理責任者、品質保証室、病院長、看護師、事務部門、 

各種会議や委員会（医療放射線安全管理委員会等）、研究者 
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④ 放射線治療装置  

治療装置の数が 0 と回答していたにもかかわらず回答されている施設の中で、リニア

ックではなく重粒子線装置を設置していると回答した施設以外については、回答内容

が不明確であると判断し、除外した。  

品質管理プログラムの作成 (回答：181 施設) 

     関与職種数 0 1  1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 回答数（％） 

診療放射線技師              152 (84.0%) 
放射線科医師              20 (12.2%) 
他診療科医師              0 
医学物理士              89 (49.1%) 
メンテナンスエンジニア              23 (12.7%) 
施行せず・無効回答   2 

回答施設数 2 71 22 2 5 47 9 2 1 9 2 8 1 181 

 

品質管理の実施 

     関与職種数 1 1 2 2 2 3 3 回答数（％） 

診療放射線技師        173 (95.6%) 
放射線科医師        22（12.2%） 
他診療科医師        1 (0.6%) 
医学物理士        99 (54.7%) 
メンテナンスエンジニア        0 
品質管理士  2 (1.1%) 

回答施設数 73 8 6 76 2 1 15 181 

 

 

品質管理結果に基づく評価 

     関与職種数 0 1 1 2 2  2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 回答数（％） 

診療放射線技師                 166 (91.7%) 
放射線科医師                 54 (29.8%) 
他診療科医師                 4 (2.2%) 
医学物理士                 113 (60.1%) 
メンテナンスエンジニア                 34 (18.8%) 
品質管理士                 1 (0.5%) 
他 多職種                  
施行せず・無効回答   4 

回答施設数 4 38 9 12 53 8 1 1 3 26 13 3 1 7 1 1 181 
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放射線治療装置の品質管理においては、医学物理士の関与が多くみられることが最大の

特徴であった。 

 医学物理士が配置されている施設においては、全ての施設において医学物理士が品質

管理に関与している結果が得られた（詳細結果非提示）。 

 

品質管理結果の共有 

 品質管理の結果について共有されている職種を尋ねる設問においては、品質管理を行って

いる職種を含んで回答している施設と、品質管理を行っていない職種のみへの共有結果を回

答している施設があり、正確な共有範囲は掌握できなかったが、回答結果をまとめると以下の

通りである。医学物理士にも 6 割以上の施設で共有されていることが他の画像診断モダリティ

との大きな違いであった。 

診療放射線技師 171 (94.5%) 

放射線科医師 118 (65.2%) 

他診療科医師 15 (8.3%) 

医学物理士 113 (62.4%) 

メンテナンスエンジニア 37 (20.4%) 

その他に結果共有されている職種 延べ 10  
  医療機器安全管理責任者、品質保証室、病院長、看護師、事務部門、 

各種会議や委員会（医療放射線安全管理委員会等）、研究者 

 

  我が国においては、西暦 2000 年前後から報告され始めた放射線治療における過誤照射をき

っかけに、放射線治療に関連する 5 つの学会・団体（日本放射線腫瘍学会、日本医学放射線学

会、日本医学物理学会、日本放射線技術学会、日本診療放射線学会）により 2004 年 5 月に『放

射線治療の品質管理に関する委員会』が組織され、その後の放射線治療品質管理士制度の設立

とともに同委員会が発展的に解消され同年 10 月に放射線治療品質管理機構が設立された。その

後、2022 年 4 月からは日本医学物理士会が加わり 6 学会・団体が機構の運営を行っている。 

 同機構において、2005 年からは『放射線治療品質管理士講習会』が開催され、受講の上で認定

試験に合格した医学物理士若しくは診療放射線技師が放射線治療品質管理士に認定されている。

現在は、診療報酬の「医療機器安全管理料２」に関する施設基準の中で必要な体制が整備として

１名以上の配置が示されている「放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使

用のための精度管理を専ら担当する技術者（放射線治療の経験を５年以上有するものに限る。）」
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として放射線品質管理士が配置され、全国の放射線治療施設の品質管理体制の向上に寄与して

いると考えられる。放射線治療品質管理士については、診療放射線技師や医学物理士が兼ねて

いることも多いと思われ、今回の結果としては数値として明確には示されなかった。品質管理にお

けるシステムは、各種検査装置と比べて確立されていると思われる。 

  

まとめと今後の課題 

今回のアンケートでは、放射線診療において最適化のプロセスを考える上での体制、環境整備

状況を調査するためにある程度の放射線設備とスタッフ数がそろっていると考えられるがん診療拠

点病院などを対象にした。 

その結果、多くの医療機関は、病床数、放射線科医師、診療放射線技師数が多い大規模施設

となった。医療法施行規則によって被ばく線量の管理等が定められている CT、IVR 装置や核医

学においては、各施設では線量管理ソフトや自施設において独自の表計算ソフトを用いて線量管

理を行っていることが分かったが、これらのシステムが整っていない施設においては、PACS や RIS、

あるいはカルテ上に個々の患者の画像の線量を記録されているようである。それらの PACS や RIS、

カルテ上の管理の多くでは記録を主体としているが、一部の PACS においては複数患者の記録か

ら線量管理のための一括管理を可能とするものを使用しているとの回答も得られた。管理のできな

いシステムを有している施設の標準的な線量計算や DRLs2020 との比較を行うために、特定の期

間を設定し一定数の患者の記録から、手作業でデータを抽出し線量管理を行っている施設もある。

医療法施行規則による線量管理義務のない一般撮影や、診断用透視装置においては、線量管理

ソフトによる一括管理ができない施設においては、管理できていないとする施設や、線量そのもの

の出力ができない装置であるとする施設も多い。 

ICRP では、線量管理や、各装置の品質管理を行う上での医療スタッフの役割を示しているが、

我が国においては、医学物理士の数が少ない施設が多く、医学物理士が配置されている施設に

おいても、そのほとんどは放射線治療のみに関わっており、CT や IVR、核医学においては、多く

の役割を診療放射線技師が担いながら、医師との連携を行っているようである。 

 医療法施行規則により線量管理が義務化されていない一般撮影や診断用透視装置、放射線治

療における OBI や EPID など位置照合などにおいては線量記録が管理されていないとする施設も

多かった。 

今回の調査については、がん拠点病院等を対象としたため、放射線科医師、診療放射線技師

の人数が多い大規模施設が主体であった。そのため、医療法施行規則に基づいた対応を迅速に

取りやすい施設が多かったと思われるが、我が国の放射線診療施設全体の状況を反映しているわ

けではない。実際には、法令で線量管理が定められていない一般撮影や診断用透視装置を備え

患者の放射線診療を行っている施設の中には、診療放射線技師も不在で病床を持たない診療所

なども多い。そのため、放射線診療における患者の線量管理については、それらの施設において

も実行可能な最適化の方法、線量管理や、装置の品質管理の方法を国際基準とすり合わせ、構

築する必要があるであろう。 
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Ⅱ. IAEA の Radiation Protection of Patients (RPOP)のポスターの日本語訳の作成 

a. 背景と目的 

 医療法施行規則の一部を改正する省令（平成 31 年厚生労働省令第 2１号）により定めら

れた“診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定”では、各医療機関における診療

用放射線に係る安全管理の体制の確保に係る措置として、診療用放射線の利用に係る安

全な管理のための責任者の配置、責任者による①診療用放射線の安全利用のための指

針を策定、②放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用に対する研修

を実施、③放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録そのほ

かの診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施が定められている。

本省令の施行に伴い、診療用放射線の使用に関して、診療放射線技師や、放射線科医の

みならず、検査を依頼する医師においても、放射線の適応、被ばくなどについての研修機

会を持つことになったが、患者や医療従事者の被ばく防護については実施に即した日常

的な意識づけが望ましいと考えられる。 

 国際原子力機関（IAEA）は医療における放射線の安全で効果的な使用に関する医療専

門家、患者、および一般の人々のために、さまざまな資料やガイドをホームページ内の

Radiation Protection of Patients（RPOP）のサイト（https://www.iaea.org/resources/rpop）上で

配信している。 

 同サイトの中には、医療機関内の放射線診療現場における患者や医療従事者への注意

喚起を促すために有効と考えるポスターも複数配信されており、各ポスターについては、国

連公用語６言語の他 24 か国語に翻訳されてウエブ上でアクセス可能となっているが、日本

語版がない。世界でも特に医療放射線被ばくの多い日本国内の多くの医療機関医おける

放射線診療における被ばく防護の取り組みを推進すべく、ポスターの日本語版を作成する。 

 

b. 研究計画 

 IAEA の RPOP のサイトで提供されている医療放射線防護に関連するポスター（P10-12）

の日本語訳を作成する。正式な日本語版ポスターとして IAEA の承認を受け、国内の医療

機関の放射線診療現場で自由にポスターをダウンロードして活用できる状況を整備する。 

 

c. 進捗状況 

i. Pregnant? Or think you could be? 
ii. 10 Pearls: Radiation protection of patients in CT 

iii. 10 Pearls: Appropriate referral for CT examinations 
iv. 10 Pearls: Radiation protection for children in interventional procedures 
v. 10 Pearls: Radiation protection of patients in external beam radiotherapy 

について日本語訳を作成済み。以下の 2 ポスターについては すでに日本医学

放射線学会を介して日本語訳が作成されており、国内の IVR 室などに活用されて

いるため、今回の日本語訳作成からは除外する。現在 RPOP の HP 上には確認で

きないが（2023.12.10 時点）、IAEA へ連絡済である。 

vi. 10 Pearls: Radiation protection of patients in fluoroscopy 
vii. 10 Pearls: Radiation protection of staff in fluoroscopy 
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作成した日本語訳は次ページ以降に示す。 

日本語訳を作成するにあたり、以下の 3 点については日本の実状に合わせ、英語原文とは少

し異なるものとした。 

・10 Pearls: Appropriate referral for CT examinations ： 検査に関する相談を行う先につい

て、原文では Radiologist/Physicist とされていたが、日本の CT 検査における医学物理士の

関与は少なく実情に合わないため、“放射線科医師/検査室スタッフ” に変更した。 

・10 Pearls: Appropriate referral for CT examinations ： 患者と医師の会話の中で、患者名

が William さんになっているところについては、日本人の最多苗字である“鈴木さん”に変更

した。 

・10 Pearls: Radiation protection for children in interventional procedures ： このポスターの

中に貼付されている 10 Pearls : Radiation Protection of patients in fluoroscopy の日本語訳

については、既に日本医学放射線学会が中心となり作成され、IAEA よりすでに承認されてい

る（イラストなどのフォーマットが英語原本とは異なる）日本語ポスターを貼付した。 

 

   作成した日本語訳については上記のような変更点も含めて IAEA RPOP の担当部署に送付

している。 

準備が整えば IAEA のホームページにアップロードしていただく予定である。 
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